
 

伊勢原市成年後見・権利擁護推進センター講演会 

～改正のポイントをわかりやすく解説～ 
新しい成年後見制度 

★☆★☆★☆★☆★ 問 合 先 ★☆★☆★☆★☆★ 

社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会 

（伊勢原市成年後見・権利擁護推進センター） 

電話：０４６３－９４－９６００ 

 

講師 又村 あおい 氏 

一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会常務理事兼事務局長 

日時 令和８年７月１３日（月）午前１０時 ～ 正午 

場所 伊勢原シティプラザ １階ふれ  

 対象 市内在住（※親族が在住可）・  

定員 ７０人（※定員になり次第締切） 

申込 ６月１５日（月）から受付開始 

民法改正に伴い、知的や精神に障がいのある方や認知症の心配のある方を 

法的に支える「成年後見制度」が【身近な制度】へとどのように変わるのか。 

利用者や家族、さまざまな立場からこれからの成年後見制度について学んで 

みませんか。 


